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「FWフォントキャッシュクリア」に関わる保証および使用許諾契約書

重要　以下の契約内容を必ずお読みください

「FWフォントキャッシュクリア」（以下「本件ソフトウェア」といいます）に関わる保証および使用許諾契約書（以下「本契
約」といいます）は、本件ソフトをご利用される方（個人／法人を問いません。以下「ご利用者」といいます）とフォント
ワークス株式会社（以下「当社」といいます）との間に締結される契約書です。

本契約に同意できないと判断された場合は、直ちに使用・実行を中止してください。

1．品質の保証
本契約は、ご利用者が本件ソフトウェアを入手された国や地域に関わらず適用されます。
ご利用者は、全く不具合のないソフトウェアというものは存在しないものであるとご理解いただいた上で、本件ソフトウェア
をご使用ください。
つきましては、本件ソフトウェアのご使用に当たり、データファイル等のバックアップを定期的に作成されることを強くお勧め
いたします。

２．責任の限定　
本契約において規定される場合を除き、当社は、本件ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じるいかなる損害（事業
利益の喪失、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損失についての損害を含みますが、これらに限定されません）
に関して、一切責任を負いません。
また、当社がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
本契約は、法律上無効とされない限りの範囲でその効力を有するものであり、もし、本契約の一部の条文が無効と判断さ
れた場合であっても、残りの条文の有効性は継続されるものとします。 

３．準拠法　
本契約は、日本国法に準拠するものとします。
本契約により生ずる紛争に関する訴訟については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

４．使用許諾の対象
本件ソフトウェアは無償で配布されるものです。
本件ソフトウェアは、当該ソフトウェアプログラム、電子文書、それに関連した媒体・印刷物（マニュアルなどの文書）を含み
ます。

５．使用許諾の同意
本契約は、ご利用者が本件ソフトウェアを実行する前に表示され、また、これを同意された場合に適用されます。
当社がご利用者に本件ソフトウェアのインストール時に同意されたとき以降、本件ソフトウェアに関連したソフトウェアのアッ
プデート、追加コンポーネント、インターネット上でのサービス、機能追加に対しても本契約が適用されます。
ただし、それらに個別の契約条項が記載（付属）されている場合は、この限りではありません。
本件ソフトウェアをインストール、使用することによって、ご利用者は本契約の記載条項に同意されたものとします。

６．使用許諾の更新・変更
当社は本契約を随時更新・変更できるものとします。 
本契約を更新・変更した場合は、当社が別途定める場合を除き、当社のホームページ上に掲載します。
更新・変更された契約条項は、掲載された時点より効力が生じます。
当社から本契約更新・変更のご案内はいたしませんが、最新のバージョンの本件ソフトウェアにはその内容が反映されて
いますので、必ずご確認をお願いします。

７．サポートサービス　
本件ソフトウェアは当社からのサポートサービスの対象外です。

８．本件ソフトウェアのインストール
ご利用者は、当社が本件ソフトウェアが動作することを確認したオペレーションシステム（OS）とパーソナルコンピュータの
組み合わせ（以下「適格PC」といいます）に本件ソフトウェアをインストールして使用することができます。
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９．本件ソフトウェアの配布について
本件ソフトウェアは、当社から直接配布（配布方法は限定しません）されます。
もしくは、当社が掲載またはダウンロードの許可をした書籍、書籍に付随するCD-ROMまたはWEBサイト（これらに限定
されません）から入手することができます。
ご利用者は、当社の事前の承諾なしに本件ソフトウェアを第三者に対して配布を行うことはできません。
また、当社が許可していない媒体、WEBサイト等から入手した本件ソフトウェアは、使用しないでください。

１０．本件ソフトウェアに関する禁止行為等
ご利用者は、本件ソフトウェアの構成部分で当該箇所に何らかの適用法によって許諾されている場合を除き、本件ソフト
ウェアの全部または一部に対し、複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、修正、改変、画像やテキスト
の差替え・消去・非表示等を含む改造または二次的著作物（制作物）の創作を行うことはできません。
本件ソフトウェアの不具合が、死傷または物理的もしくは環境上の深刻な損害をもたらすような設備（原子力施設、航空機
制御、通信システム、航空管制システム、生命維持装置等）の運用のために使用することはできません。

１１．レンタル・リース・貸与の禁止およびリンク
ご利用者は、本件ソフトウェアをレンタル、リースまたは貸与することはできません。
ただし、必要な場合は当社の本件ソフトウェア配布用のURLにリンクすることは許諾されます。
これらのリンクは、当社がその第三者のサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。

１２．知的財産権　
本件ソフトウェア（本件ソフトウェアに組み込まれたイメージデザイン、テキストを含みますが、それだけに限りません）、付属
の印刷物、および本件ソフトウェアの複製物についての権原、著作権、およびその他の知的財産権は、当社が有します。
本件ソフトウェアに含まれている電子文書は、必要に応じて、ご利用者が印刷することができます。
本件ソフトウェア付属の印刷物を複製することはできません。

１３．権利および所有権の留保　
当社は、本契約で、ご利用者に明示的に許諾されていない権利をすべて留保します。
本件ソフトウェアは、著作権、知的財産権等に関する法律によって保護されています。
本件ソフトウェアは使用を許諾され貸与されるものであり、販売（再販を含む）や譲渡されるものではありません。
本契約は、ご利用者に当社の商標、登録商標、ロゴ等に関連した権利を許諾するものではありません。

１４．情報収集に関する承諾
ご利用者は、当社が本件ソフトウェアに関して品質向上のためのサービス等を提供するために、かかる技術的または使用
状況等の情報を収集、使用することに同意されるものとします。
当社は、本件ソフトウェアとこれに関わるサービスの品質向上のため、またはご利用者により特化したサービスや技術を提
供するために、当該技術情報を使用するものとします。
また、提供いただいた情報によって、ご利用者個人を特定できるような形式、方法で公開することはありません。

１５．契約の終了および利用の停止　
ご利用者が本契約に違反した場合、当社は、他の権利を害することなく、本契約を終了することができます。
この場合、ご利用者は当該ソフトウェアプログラム、電子文書、それに関連した媒体・印刷物（マニュアルなどの文書）をす
べて返却または破棄するものとします。
また、当社が必要と認めた場合、ご利用者に利用停止の通告を行った上で、それでも利用を停止されなかった場合、通知
することなく利用を停止する措置を講じることができるものとします。

１６．完全合意および分離可能性　
本契約（本件ソフトウェアに付属する本契約への追加条項または修正条項を含みます）は、本件ソフトウェアについてのご
利用者と当社との間の完全なる合意であり、本件ソフトウェア、または本契約が適用されるその他の内容に関しての一切の
以前の口頭または書面による意思表示、提案、表明よりも優先して適用されます。
当社のポリシーまたはサポートサービスに関する条項が本契約の条項と異なる場合は、本契約の条項が適用されます。


